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税
制
改
革
は
昭
和
十
二
年
以
来
の
宿
題
で
る
っ
た
。
昭
和
十
三
年
の
泊
常
議
舎
即
ち
第
七
十
問
帝
閣
議
曾
忙
於
て
質
問
内
閣
の
馬

場
大
蔵
大
臣
が
之
を
企
て
L
同
市
さ
中
、
林
内
閣
の
結
城
大
蔵
大
臣
が
臨
時
租
税
増
徴
法
と
法
人
資
本
税
法
と
外
貨
償
特
別
税
法
と
揮

議
油
税
法
と
有
償
詮
朱
移
持
税
法
の
新
設
と
臨
時
地
方
財
政
楠
給
金
一
億
閑
と
に
よ
り
一
時
の
急
を
凌
い
だ
の
で
あ
る
。
近
衛
内
閣

の
賀
屋
大
蔵
大
臣
は
税
制
調
賓
舎
を
設
け
て
税
制
改
革
を
企
て
た
の
で
あ
る
が
、
北
支
事
件
勃
後
の
矯
め
に
川
市
さ
や
、
特
別
議
合
帥

ゆ
り
第
七
十
一
同
帝
閣
議
舎
に
北
支
事
件
特
別
税
を
設
け
た
の
で
あ
る
。

北
支
事
件
が
支
那
事
時
党
に
横
犬
す
る
に
及
び
臨
時
議
命
日
邸
ち
第
七
十
二
問
帝
国
議
曾
に
於
て
臨
時
軍
事
費
特
別
曾
計
を
設
〈
る
と

共
に
、
昭
和
十
三
年
の
通
常
議
舎
印
ち
第
七
十
三
岡
帝
図
議
舎
に
北
支
事
件
特
別
殺
に
か
へ
て
支
那
事
務
特
別
税
を
設
け
更
に
臨
時

利
得
税
其
他
を
改
E
寸
る
と
共
に
臨
時
租
税
措
置
法
を
定
め
た
の
で
あ
る
。
北
ハ
後
、
近
衛
内
閣
の
一
部
改
造
あ
り
賀
屋
大
蔵
大
臣
に

稔

制

改

革

論

第
四
十
九
巻

五
七
三

第
四
披

四



税
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改

革

論

第
同
十
九
巻

五
七
四

第
凶
競

四

代
り
池
田
大
蔵
大
臣
が
起
っ
た
が
税
法
に
は
影
響
が
無
か
っ
た
。

昭
和
十
四
年
の
通
常
議
舎
印
ち
第
七
十
四
同
帝
国
議
舎
に
は
平
沼
内
閣
の
石
渡
大
蔵
大
臣
が
支
那
事
務
特
別
税
法
と
臨
時
利
得
税

法
と
臨
時
粗
税
措
置
法
と
の
改
正
を
行
ふ
と
共
に
、
昭
和
十
二
年
以
来
開
府
休
業
の
献
態
に
あ
っ
た
税
制
調
交
世
田
を
し
て
、
中
央
地

方
主
治
じ
て
の
税
制
の
一
般
的
改
正
を
審
議
せ
し
め
る
事
を
冨
明
し
た
の
で
る
る
。

税
制
制
荷
一
人
叫
日
以
税
制
改
革
の
は
棋
と
し
て
、
(
ご
巾
央
地
十
3
K
M
一
週
じ
ご
負
婚
の
均
術
を
附
る
こ
と
、
三
一
}
粧
品
門
諸
政
策
止
の
川
河

を
闘
る
こ
と
、
(
三
)
収
入
の
増
加
を
阿
る
と
共
に
開
力
性
あ
る
税
制
を
樹
ー
す
る
と
と
、
(
問
)
税
制
の
簡
易
化
を
剛
る
こ
左
を
先
づ

定
め
た
。
今
や
小
委
員
舎
に
於
て
、
大
蔵
省
主
税
局
試
案
の
園
税
改
革
案
と
内
務
省
地
方
局
試
案
の
地
方
税
改
革
案
と
を
審
議
し
て

ゐ
る
。
従
っ
て
本
論
も
大
蔵
省
主
税
局
試
案
と
内
務
省
地
方
局
試
案
と
を
針
象
と
す
る
事
と
在
る
。
先
づ
関
税
改
革
の
問
題
と
し
て

図
枕
改
革
と
新
税
、
所
得
税
の
改
五
、
共
他
の
図
税
の
改
正
と
を
論
じ
、
最
後
に
地
方
税
改
革
に
及
び
た
い
。

第

園
競
改
革
と
新
枕

税
制
改
革
の
目
標
は
上
堪
の
(
一
)
中
央
地
方
を
通
じ
て
負
捨
の
均
衡
を
岡
る
こ
と
、
(
二
)
経
済
諸
政
策
と
の
調
和
を
闘
る
こ

(
=
己
牧
入
の
増
加
を
闘
る
と
共
に
弾
力
性
あ
る
税
制
を
樹
立
す
る
こ
と
、

(
四
)
税
制
の
簡
易
化
を
闘
る
こ
と
の
四
つ
に
あ
る

とが
、
共
の
中
で
重
要
な
の
は
第
三
の
目
標
た
る
「
収
入
の
増
加
を
困
る
左
共
に
弾
力
性
あ
る
税
制
を
樹
立
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
蓋

し
長
期
建
設
の
大
事
業
に
乗
り
出
し
て
ゐ
る
我
固
と
し
て
は
、
経
常
財
源
の
時
保
が
何
よ
り
大
切
で
あ
る
。
創
ち
増
税
を
含
む
税
制

改
革
が
必
要
と
な
っ
て
〈
る
。
無
理
を
す
れ
ば
現
行
の
基
本
税
法
、
臨
時
租
税
増
徴
法
、
支
那
事
務
特
別
税
法
の
三
階
建
の
税
法
で



来
年
度
。
増
税
を
調
達
出
来
る
か
も
知
れ
左
い
。
併
し
明
後
年
度
に
至
つ
て
は
行
詰
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
誌
に
明
年
度
の
経
常
牧
入

の
増
加
を
は
か
る
と
共
に
、
照
市
水
生
や
べ
き
牧
入
の
増
加
に
あ
て
る
矯
め
に
弾
力
性
を
養
ふ
事
を
必
要
と
し
、
税
制
改
革
を
行
ふ
事

と
た
っ
た
の
で
る
る
。

増
税
を
含
む
税
制
改
革
を
行
ふ
に
営
り
二
つ
の
考
へ
方
が
成
立
す
る
。
第
一
は
財
産
役
資
上
税
の
雨
者
又
は
一
つ
を
新
税
と
し
て

取
入
れ
以
て
税
制
の
整
備
を
は
か
る
事
で
あ
る
。
昭
和
十
二
年
の
馬
場
財
政
は
恰
も
此
貼
を
狙
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
の
雨
税
は
そ

れ
ぞ
れ
長
短
を
有
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
現
下
の
客
観
的
情
勢
は
此
等
新
税
を
採
用
す
る
ま
で
に
は
な
っ
て
ゐ
た
い
の
で
る
る
。

財
布
税
実
上
税
の
如
き
新
役
七
年
一
取
り
入
れ
左
い
で
現
行
の
租
枕
を
某
本
、
と
し
て
除
制
改
革
ぞ
行
ふ
事
が
今
度
の
税
制
改
革
の

問
問
と
託
つ
で
ぐ
る
。
我
同
現
行
の
秘
枕
を
分
つ
?
一
町
一
銭
杭
と
間
接
枕
」
の
二
つ
に
す
る
事
が
川
来
る
。
一
川
山
口
川
州
側
の
増
収
を
は
か
る

矯
め
に
は
直
接
院
と
間
接
税
と
の
雨
方
聞
に
わ
た
り
増
税
せ
ね
ば
友
ら
ね
事
は
勿
論
で
あ
る
が
、
そ
の
何
れ
に
章
一
き
を
置
〈
か
を
考

究
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
支
那
事
境
下
の
我
闘
に
於
て
最
も
雷
一
一
要
友
の
は
物
憤
針
策
で
あ
っ
て
、
♂
一
旦
姿
商
品
に
つ
き
公
定
債
格
を
定
め
吏

に
「
債
格
等
統
制
の
昨
応
急
的
措
誼
」
を
講
じ
昭
和
十
四
年
九
月
十
八

H
現
在
を
標
準
と
し
て
倒
格
の
引
上
を
禁
止
す
る
強
行
手
段
に

ま
で
出
て
ゐ
る
。
但
し
物
債
の
公
定
に
も
除
外
例
が
あ
る
。
卸
ち
間
援
泊
貸
杭
の
柄
徴
に
よ
り
止
む
を
得
な
い
場
合
に
は
物
債
の
引

上
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
間
接
消
費
税
は
消
費
者
に
陣
嫁
し
一
一
慣
格
そ
引
上
げ
ろ
傾
向
中
一
多
分
に
有
し
て
ゐ
る
。
郎
ち
間
接

消
費
税
の
大
幅
の
引
上
は
物
債
の
激
騰
を
刺
戟
し
物
慣
針
策
上
よ
り
事
ぶ
べ
き
事
で
な
い
。

こ
れ
今
岡
の
校
制
改
辛
が
直
援
役
に
大

き
く
間
接
税
に
小
さ
く
増
税
を
行
は
ん
と
す
る
所
以
で
あ
る
。

試
み
に
昭
和
十
四
年
巴
皮
の
園
舵
牧
人
換
算
瀬
を
直
接
位
、
間
接
段
、
共
他
の
三
つ
に
分
っ
て
一
不
す
と
、
次
の
去
を
得
る
事
が

積

制

改

革

論

第
四
十
九
巻

五
七
五

第
四
競

VJl 
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4
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吾
一
、
九
六
六

九
九
八
、
軍
一
七

五
七
六

第
四
競

四
四

明也

一
百
、
九
八
一

二
、
旦
字
自

己
、
国
内
八

九
口
、
六
人
一

丸
、

-
E
Z

入
、
一
一
回

一
口
五

、
プて-.. 

一
三
九
、
五
日
完

直
接
税
の
最
も
軍
要
注
る
も
の
は
所
得
税
で
あ
っ
て
、
八
億
園
の
豆
額
に
上
り
直
接
税
総
額
十
四
億
閣
の
重
要
部
分
を
占
め
て
ゐ

ニ
、
玉
虫
】
、
Z
Z
九

其

取

引

所

説

有
償
讃
券
移
輔
稔

噸

挽

入

紙

政

部

行

加

入

場

校

特

別

入

場

校

覚
換
銀
行
券
琵
行
校

建

築

紐

I"p 

計

る
。
従
っ
て
新
税
を
用
い
や
、
そ
し
て
直
接
税
中
心
に
増
税
を
行
ふ
と
せ
ば
、
所
得
税
中
心
に
改
革
の
歩
を
進
め
る
事
と
な
る
。

本
年
度
の
租
税
牧
入
は
前
述
の
如
〈
二
十
五
億
七
千
七
百
寓
園
で
あ
る
が
、
来
年
度
に
七
億
国
三
千
高
国
の
増
税
を
行
ふ
と
約
三

十
三
億
園
の
数
字
を
示
す
事
と
た
る
。
増
税
後
の
所
得
税
牧
入
は
約
十
五
億
凶
に
上
る
と
耕
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
税
制
改
革
後
の



所
得
税
が
租
税
牧
入
金
額
の
四
割
六
分
に
上
る
空
白
で
あ
る
。
故
に
図
枕
改
革
の
中
心
問
題
は
所
得
税
の
改
正
で
あ
り
、
所
得
税
改
疋

試
案
を
研
究
す
る
事
に
よ
り
今
向
の
税
制
改
革
案
の
大
半
を
知
る
事
が
出
来
る
。

第

所
得
枕
の
改
正

所
得
税
に
つ
い
て
は
二
種
の
立
法
が
考
へ
ら
れ
る
。
猫
逸
又
は
米
国
の
如
〈
個
人
所
得
税
の
外
に
法
人
所
得
税
を
設
け
る
も

の
と
、
英
国
、
仰
繭
問
、
伊
太
利
の
畑
く
一
本
の
所
得
枕
法
に
法
人
倒
人
の
雨
者
を
吸
収
す
る
も
の
と
が
あ
る
。
従
来
は
同
じ
所
得

税
の
中
に
法
人
と
個
人
と
の
雨
方
を
規
定
し
て
ぬ
た
の
で
あ
る
が
、
主
税
局
試
案
は
個
人
所
得
税
と
法
人
所
得
税
と
を
区
分
し
、
更

に
個
人
所
得
税
を
分
矧
所
得
院
と
一
般
所
得
枕
と
巴
市
分
し
て
ゐ
る

3

分
類
所
得
税
は
各
穏
の
所
得
に
到
し
金
額
の
大
小
を
聞
は
や
比
例
税
率
で
課
寸
る
も
の
で
め
る
。

一
般
所
得
税
は
綿
所
得
額
が

定
額
を
超
え
た
る
揚
ム
口
に
共
の
超
過
部
分
に
封
し
所
得
の
大
小
に
際
じ
累
進
税
を
課
す
る
も
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
個
人
所
得
税

h
t
雨
建
に
よ
る
事
は
英
図
(
普
遁
所
得
税
と
附
加
所
得
積
)
例
蘭
西
(
分
類
所
得
税
と
一
般
所
得
役
)
の
所
得
役
の
特
色
と
す
る
所
で
あ
る
。

以
下
、
分
類
所
得
税
と
一
般
所
得
税
と
法
人
枕
と
の
三
つ
に
分
ち
一
武
明
を
進
め
る
。

分
類
所
得
役
は
我
同
所
得
税
法
に
於
て
は
始
め
て
見
る
構
想
で
る
り
、
次
の
如
き
内
容
を
有
し
て
ゐ
る
。

一
、
分
類
所
得
稔
は
所
得
を
そ
の
性
質
に
よ
H
大
盤
不
動
産
所
得
、
配
首
利
子
所
得
、
事
業
所
得
、
勤
努
所
得
の
回
穏
に
直
分
し
負
携
刀
に
臨
ピ
稔
市
中

に
差
等
を
設
け
謀
殺
す
る
こ
と

二
、
税
率
は
比
例
積
率
と
し
財
政
の
必
要
に
慮
ピ
伸
縮
を
容
易
な
ら
し
む
る
こ
と

三
、
負
婚
の
普
遍
化
を
は
か
る
た
め
課
稔
限
度
を
相
常
低
伎
に
定
む
る
こ
と

積

制

改

革

論

第
四
十
九
巻

五
七
七

第
四
貌

四
五
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革
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九
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八

第
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四

プ寸

四
、
事
業
所
得
、
勤
努
所
得
に
却
し
て
は
所
得
金
額
よ
り
一
定
額
を
控
除
し
た
る
残
額
に
到
し
謀
税
す
る
こ
と
与
し
少
額
所
得
に
封
す
る
負
抽
帽
を
緩
和

す
る
こ
と

五
、
扶
養
家
族
多
き
者
の
負
擦
を
緩
和
す
る
儒
家
族
特
除
の
制
度
を
相
悦
披
張
す
る
こ
と

六
、
納
税
の
簡
易
化
を
闘
る
ぬ
成
品
べ
〈
減
泉
課
税
の
方
法
を
採
用
す
る
こ
と

七
、
各
積
所
判
刊
に
封
す
る
課
税
方
法
は
大
位
弁
記
に
依
る
こ
と

、
E可 Z三二三一

巾

稔免課 ~m~ Jlh 
税税総理E

摂符岬

卒里占準脚:ir:ii 

ー
一
地
、
一
車
駅
及
不
到
底
卜
山
相
利
ju

釘
貸
等
に
同
り
比
ず
る
阿
仰
と
す
る
こ
ん
一

枚
入
金
額
よ
り
必
要
絞
費
を
扶
除
し
た
る
金
額
に
依
る
こ
と

百
闘
将
度
と
す
る
こ
と

育
分
の
十
程
度
と
す
る
こ
と

二
、
観
営
利
子
所
得

(
二
課
税
存
佳
(
甲
)
税
法
砲
行
地
に
お
い
て
文
梯
を
受
〈
る
公
債
、
社
債
も
し
く
は
預
金
の
利
子
又
は
貸
付
信
託
の
利
益
及
稔
法
施
行
地
に

本
鹿
又
は
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
法
人
よ

P
受
〈
る
利
益
ま
た
は
利
息
の
配
目
的
、
剰
儀
金
の
分
配
に
よ
る
所
得
等
と
す
る
こ
と
(
乙
)
左

に
掲
戸
、
る
個
人
の
所
得
と
す
る
こ
と
(
イ
〉
管
業
に
非
ざ
る
貸
金
の
利
子
(
ロ
)
甲
に
麗
せ
ぎ
る
公
債
、
批
債
若
は
預
金
の
利
子
ま
た
は
貸

付
信
託
の
利
盆
並
に
法
人
よ
り
受
〈
る
利
径
若
は
利
息
の
配
常
又
は
剰
儀
金
の
分
配
等

士
一
)
元
本
一
定
額
以
上
の
銀
行
貯
蓄
預
金
、
産
業
組
合
貯
金
の
刺
子
に
付
て
も
賦
課
す
る

(
三
)
課
税
標
準
軟
入
金
額
に
よ
る
と
と

(
四
)
完
税
勤
(
甲
)
克
税
貼
な
し
(
乙
)
免
税
貼
育
闘
程
度
と
す
る
こ
と

(
五
)
税
率
百
分
の
十
程
度
と
す
る
こ
と
、
但
し
園
債
利
子
に
つ
い
て
は
首
分
の
凶
、
地
方
債
の
一
利
子
は
百
分

ω
九
の
極
減
税
率
走
用
ふ

る
こ
止

(
穴
)
徴
牧
甲
の
所
得
に
つ
い
て
は
源
泉
課
税
白
方
法
に
よ
る
こ
と
、
甲
の
所
得
に
付
て
は
法
人
の
受
〈
る
も
の
に
付
て
も
源
泉
課
税
を

行
ふ
こ
と
、
但
し
源
泉
課
税
に
よ
り
徴
牧
し
た
る
税
額
相
官
額
は
法
人
税
額
よ
り
之
を
控
除
す
る
と
と

一
ニ
、
事
業
所
得
(
他
種
に
麗
せ
ざ
る
所
得
を
合
む
)



(
一
)
課
税
存
鵠
(
甲
)
原
始
産
業
所
得
農
業
(
副
業
を
合
む
)
山
林
業
、
帯
産
業
(
養
鶏
、
養
蜂
、
養
宣
等
を
合
む
)
及
水
産
業
等
よ
り
生
ず
る

所
得
唱
と
す
る
こ
と
(
乙
)
管
業
所
得
現
行
替
業
牧
得
税
を
課
せ
ら
る
為
替
業
の
所
得
、
地
方
替
業
税
を
課
せ
ら
る
‘
為
替
業
の
所
得
及
鏑
業

砂
鎖
業
の
所
得
等
と
す
る
と
と
(
丙
)
そ
の
他
の
所
得
自
由
職
業
等
よ
り
生
ず
る
所
得
及
他
種
に
扇
せ
ざ
る
所
得
と
す
る
こ
と

合
一
)
課
積
標
準
牧
入
金
額
よ
り
必
要
純
費
を
特
除
し
た
る
金
額
に
よ
る
こ
と

(
三
)
某
礎
控
除
四
百
間
程
度
の
控
除
を
認
む
る
こ
と

(
四
)
扶
養
怜
除
妻
及
扶
養
家
族
一
人
に
付
き
育
五
十
間
程
度
の
格
除
を
認
む
る
こ
と
但
し
練
所
得
五
千
問
粍
度
以
上
の
所
得
者
に
は
こ
れ
を

認
め
ぎ
る
こ
と

(
五
)
税

四
、
動
努
所
得

~司、，~ ~ 

六五 四ーて二三一

徴税め扶 ilj;課課
ざ養礎祇視
る家持楳特:
こ族除準償

" 
率

替
業
所
得
百
分
の
八
・
五
符
度
と
す
る
こ
と
、
そ
の
他
百
分
の
七
・
五
程
度
と
す
る
こ
と

俸
給
、
給
料
、
賀
典
、
歳
費
、
年
金
、
恩
給
及
び
此
等
の
性
質
を
有
す
る
給
奥
と
ナ
る
こ
と

収
入
金
衡
に
よ
る
こ
と

所
得
者
一
人
に
つ
翌
六
百
附
棺
斑
白
山
町
除
を
沼
か
る
t
j
ι

妻
及
扶
養
家
族
一
人
に
付
百
五
十
間
程
度
の
控
除
を
認
む
る
こ
と
、
制
一
し
鰍
所
得
五
千
間
判
何
度
以
上
の
所
得
者
に
は
之
を
認

牧率

百
分
の
六
程
度
と
す
る

源
泉
調
印
役
目
方
法
に
依
る
こ
主
、

伺
し
使
用
人
一
定
数
以
下
な
る
個
人
の
受
〈
る
絵
奥
を
除
く

本
税
は
比
例
税
率
で
あ
る
が
、
財
産
所
得
た
る
不
動
産
所
得
、
配
営
利
子
所
得
に
扮
し
て
は
可
分
の
十
、
勤
耐
究
所
得
陀
針
し
て
は

百
分
の
六
、

財
産
勤
労
共
働
の
所
得
た
る
事
業
所
得
に
針
し
で
は
中
間
の
税
率
で
あ
る
。

印
ち
叫
営
業
所
得
(
商
工
業
所
得
)
は
百
分
の

八
・
五
、
共
他
は
百
分
の
七
・
五
で
る
る
。

又
、
銀
行
貯
蓄
預
金
産
業
組
合
貯
金
の
利
子
は
従
来
免
税
と
・
た
っ
て
ゐ
た
が
、

元
本
一
定

額
以
上
の
も
の
に
は
賦
課
さ
れ
る
事
と
し
た
。

但
し
配
営
利
子
所
得
の
中
で
園
偵
の
利
子
に
は
百
分
の
回
、
地
方
債
の
利
子
に
は
百

八
刀
の
九
の
軽
減
税
率
を
附
い
て
ゐ
る
。
英
国
の
所
得
税
が
財
政
の
必
要
に
態
じ
で
標
準
税
率
を
動
か
す
様
に
、
分
類
所
得
税
の
税
率

税

制

改

革

論

第
四
十
九
巻

四

七

五
七
九

第
四
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を
動
か
す
事
に
よ
り
財
政
の
騨
力
性
を
致
掘
す
る
事
が
出
来
る
。

事
業
所
得
に
は
四
百
圏
、
勤
持
所
得
に
は
六
百
固
と
、
そ
れ
ぞ
れ
基
礎
控
除
あ
り
、
又
妻
子
を
含
む
家
族
の
控
除
が
定
め
ら
れ
て

ゐ
る
か
ら
、
形
式
上
は
比
例
税
率
で
あ
る
が
、
賓
質
上
は
累
進
税
率
と
在
っ
て
ゐ
る
。

向
、
現
行
の
所
得
税
法
に
於
て
は
第
二
種
所
得
の
み
が
源
泉
課
税
主
義
主
探
問
し
共
他
の
所
得
は
原
則
と
し
て
綜
合
課
税
に
よ
っ

て
ゐ
た
に
以
し
、

人
7

院
は
源
泉
課
枕
主
義
佐
配
給
利
子
所
得
と
勤
狩
所
得
し
一
一
の
的
ん
ど
司
会
部
に
蹴
政
し
綜
ム
日
課
税
は
不
動
停
所
得
L
C

事
業
所
得
と
に
止
め
る
事
と
し
た
。
共
の
結
同
市
、
分
類
所
得
税
に
到
す
る
地
方
附
加
枕
が
無
意
味
と
左
り
、

地
方
財
政
が
附
加
説
中

心
主
義
を
捨
て
分
奥
税
制
度
に
移
行
せ
ん
と
す
る
一
因
を
な
し
た
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
〈
凡
て
の
所
得
に
封
し
比
例
税
の
分
類
所
得
税
を
課
し
園
民
所
得
の
大
部
分
に
わ
た
り
所
得
税
を
賦
課
ぜ
ん
と
す

る
の
で
る
る
。

と
れ
所
得
税
に
図
民
税
的
色
彩
を
加
味
し
同
時
に
共
の
弾
力
性
を
保
持
せ
し
め
る
所
以
で
あ
る
。
併
し
、
分
類
所
得

税
の
み
で
は
大
所
得
者
と
小
所
得
者
と
の
聞
の
租
税
負
婚
の
公
不
を
期
す
る
事
が
出
来
泣
い
。
認
に
共
の
線
所
得
が
一
定
金
額
を
超

ゆ
る
所
得
者
に
封
し
超
過
部
分
に
つ
き
甲
南
進
税
の
一
般
所
得
税
を
課
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

一
般
所
得
税
の
要
綱
と
し
て
突
の
も

の
が
あ
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。

(
一
二
般
所
得
積
は
各
種
の
所
得
を
綜
合
し
所
得
金
額
中
五
千
闘
を
超
ゆ
る
部
分
に
劃
し
百
分
白
十
乃
至
百
分
の
六
十
五
程
度
の
累
抽
出
税
率
に
依

H
課

祝
す
る
こ
と

竺
己
株
式
配
賞
に
付
て
は
二
割
控
除
を
耐
阻
止
し
株
式
取
得
に
要
し
た
る
負
債
利
子
を
必
要
経
費
と
し
て
控
除
す
る
こ
と

(
三
)
公
債
祉
債
及
銀
行
預
金
の
利
子
誌
に
貸
付
信
託
の
利
盆
に
つ
い
て
は
四
割
程
度
を
控
除
し
て
之
を
賦
課
す
る
こ
と

(
四
)
個
人
白
骨
業
所
得
の
計
算
上
臨
時
利
得
税
は
首
該
年
分
の
利
得
に
劃
す
る
分
を
控
除
ナ
る
こ
と

(
五
}
線
所
得
一
高
闘
以
下
な
る
者
の
勤
捗
所
得
に
付
て
は
一
一
割
程
度
の
控
除
を
認
む
る
こ
と



(
六
)
生
命
保
険
料
白
蛇
除
は
之
を
認
め
ざ
る
こ
と

(
七
)
一
般
所
得
視
に
つ
い
て
は
地
方
付
加
稔
を
認
め
ざ
る
こ
と

(
八
)
一
般
所
得
税
は
前
各
項
に
定
む
る
一
事
項
の
外
大
世
現
行
第
三
種
所
得
税
の
例
に
依
る
こ
と

一
般
所
得
税
は
累
進
税
で
あ
る
か
ら
凡
て
の
源
よ
り
来
る
所
得
を
個
人
民
綜
合
し
て
課
税
す
る
事
と
な
る
。
原
則
と
し
て
現
行
第

三
種
所
得
税
の
例
に
よ
っ
て
ゐ
る
が
突
の
一
二
批
判
に
於
て
改
正
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
第
一
に
株
式
配
営
に
付
て
は
在
来
の
二
割
控
除
を
庭

止
し
株
式
取
得
に
延
し
た
る
負
債
利
子
を
必
要
経
費
と
し
て
控
除
す
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
公
位
一
枇
債
及
銀
行
預
金
の
利
子
並
に
貸

付
信
託
の
利
径
印
ち
第
二
局
所
得
に
目
泊
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
四
割
程
度
を
控
除
し
六
品
を
綜
合
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
過
渡
的

方
法
と
は
云
ひ
な
が
ら
相
官
の
絞
和
で
あ
る
。
第
三
に
総
所
得
一
高
闘
以
下
な
る
所
件
拡
引
の
勤
持
所
得
に
つ
い
て
は
一
割
程
度
の
控

除
を
認
め
る
の
で
あ
み
コ

一
般
所
得
税
の
累
進
舵
率
は
超
過
頼
回
南
進
で
あ
る
か
ら
、
累
進
わ
進
行
は
徐
々
で
あ
る
が
、
最
高
は
百
分
の
六
十
五
と
怠
っ
て
ゐ

る
。
従
っ
て
最
も
桜
端
友
る
場
合
を
考
へ
る
と
分
類
所
得
役
百
分
の
十
と
一
般
所
得
税
局
分
の
六
十
五
と
を
合
し
て
百
分
の
七
十
五

に
接
近
し
得
る
諾
で
あ
る
。

こ
の
黙
を
考
へ
る
と
、
共
の
上
に
更
に
地
方
附
加
般
を
課
す
る
事
は
侃
…
時
で
あ
る
。

四

以
上
は
原
則
左
し
て
個
人
に
闘
す
る
所
得
役
で
あ
る
が
、
法
人
に
つ
い
て
は
所
得
役
を
本
流
と
し
資
本
枕
を
交
流
主
す
る
法

人
税
を
別
に
作
ら
ん
止
す
る
の
で
あ
る
。
法
人
税
と
し
て
突
の
要
綱
が
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。

(
一
)
法
人
に
付
て
は
法
人
積
を
課
す
る
こ
と
L

し
現
行
の
第
一
種
所
得
股
法
人
骨
業
牧
袋
積
及
法
人
資
本
積
は
之
を
底
止
す
る
こ
と
(
現
行
超
過
所
得

積
は
臨
時
利
得
稔
に
統
合
す
る
こ
と
)

(
二
)
法
人
税
は
法
人
の
所
得
及
資
本
に
謝
し
賦
課
す
る
こ
と

(
一
三
法
人
白
所
得
白
計
算
上
法
人
枕
は
之
を
損
金
に
算
入
せ
ぎ
る
こ
と
、
訟
へ
磁
の
謀
説
所
得
は
官
該
事
業
年
度
の
利
得
に
謝
ナ
る
臨
時
利
得
設
を
控

積

制

改

革

論

第
四
十
九
巻

互正

月、

第
四
銃

llO 
九



積

制

改

革

論

第
四
十
九
巻

王L
i¥. 

第
四
銃

王五

O 

除
し
た
る
残
額
に
よ
る
と
ム
」

(
四
)
前
事
業
年
度
(
事
業
年
度
の
期
間
六
ヶ
月
一
な
る
・
と
き
は
前
二
事
業
年
度
)
に
生
じ
た
る
依
損
金
額
は
現
事
業
年
度
目
所
得
計
算
上
之
を
損
金
に
算
入

す
る

(
五
)
法
人
税
の
校
卒
は
犬
悼
所
得
金
制
閉
め
百
分
の
二
十
有
本
金
額
の
千
分
め
一
・
五
程
度
と
す
る
こ
と

(
六
)
法
人
の
受
〈
る
配
市
及
利
子
に
封
す
る
分
刻
所
得
税
は
法
人
目
所
伴
に
劃
す
る
税
制
よ
り
之
を
控
除
す
る
こ
と

千
古
川
法
人
税
に
付
て
は
地
む
附
加
税
金
一
郎
め

rむ
こ
と

(
八
)
訟
人
税
は
前
各
項
に
定
む
品
事
攻
内
外
ム
ヘ
慨
現
行
の
第
一
一
相
所
符
松
及
訟
人
資
本
校
め
制
に
よ
品
こ
と

(
九
)
売
業
組
合
、
商
業
組
合
、
工
業
組
合
(
い
づ
れ
も
聯
合
舎
を
合
む
}
、
産
業
組
合
中
央
金
庫
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
に
鈎

L
分
類
所
得
税
及
び
特
別

法
人
続
を
賦
課
す
る
こ
と

怯
人
税
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
事
は
共
の
計
算
方
法
の
改
医
で
あ
る
。
帥
ち
法
人
の
所
得
の
計
算
上
よ
り
法
人
税
は
と
れ
を
損
金

に
算
入
し
た
い
事
と
前
事
業
年
度
に
生
じ
た
る
紋
損
金
額
は
現
事
業
年
度
の
所
得
計
算
上
と
れ
を
損
金
に
算
入
す
る
事
と
?
あ
る
。

後
者
は
法
人
の
負
婚
を
減
や
る
が
、
前
者
は
相
首
の
増
税
と
怒
る
。

現
論
的
に
云
へ
丘
、
所
得
は
綿
谷
ム
ー
よ
り
線
換
金
空
差
引
い
た

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
課
す
る
の
が
所
得
税
で
あ
る
か
ら
、
集
金
の
庭
分
と
し
て
扱
ひ
損
金
に
算
入
し
な
い
の
が
正
し
い
の
で
あ
る
。

併
し
何
分
に
も
従
来
は
所
得
税
を
損
金
に
加
へ
て
ゐ
た
事
で
あ
る
か
ら
、
過
渡
期
に
は
法
人
の
負
捨
の
激
増
す
る
を
売
れ
な
い
の
で

あ
る
。法

人
税
の
税
率
は
所
得
金
額
の
百
分
の
三
十
と
査
本
金
額
の
千
分
の

-
五
と
の
二
本
建
と
な
っ
で
ゐ
る
。
但
し
新
た
に
分
類
所

得
税
及
特
別
法
人
税
を
課
税
せ
ら
れ
る
事
と
た
っ
た
産
業
組
合
、
商
業
組
合
、

工
業
組
合
、
産
業
組
合
中
央
金
庫
、
商
工
組
合
中
央

金
庫
に
針
し
で
は
共
の
税
率
を
字
額
程
度
と
す
る
事
と
た
っ
た
。



第
四

其
他
の
園
税
の
改
正

所
得
従
以
外
の
図
税
の
改
正
と
し
て
は
た
づ
、
臨
時
利
得
税
の
改
正
を
事
げ
ね
ば
友
ら
ね
。
臨
時
利
得
税
は
満
洲
事
件
の
市

物
た
る
甲
種
利
得
税
(
昭
和
四
、
五
、
六
年
の
平
均
利
徒
に
超
過
す
る
部
分
に
課
税
)

よ
り
後
遺
し
後
に
支
那
事
焚
の
南
物
た
る
乙
種
利
得
税

(
昭
和
九
、
十
、
十
一
年
目
平
均
利
従
に
超
過
す
る
部
分
に
課
税
)

が
新
た
に
加
は
っ
た
の
で
あ
る
が
‘
今
度
は
甲
種
利
得
税
を
廃
止
し
乙
種

利
得
税
の
み
を
捜
す
事
と
し
た
。
突
の
内
容
を
有
し
て
ゐ
る
。

甲
、
海
人
臨
時
利
得
税

(
二
法
人
に
つ
い
て
は
臨
時
利
何
積
と
超
過
利
得
役
止
を
統
合
し
て
課
積
す
る
こ
主

三
一
)
法
人
の
利
川
は
利
益
中
川
堆
利
従
事
E
M叫
ゆ
る
&
傾
及
資
本
金
制
(
積
立
命
を
合
も
)
山
川
小
川
七
分
を
地
ゆ
φ

会
削
と
す
る
こ
ル

(
一
)
法
人
山
利
得
へ
山
矧
は
よ
舟
主
的
名
純
に
胤
分
し
大
勝
点
目
叫
程
度
の
組
布
に
依
り
諒
脱
す
る
と
と
、
的

1
小
法
人
円
れ
つ
い
て
ぽ
軒
両
す

一
、
資
本
金
額
の
年
七
分
を
趨
え
平
一
一
割
以
下
回
部
分
百
分
の
十

二
、
費
本
金
額
の
年
一
割
を
越
え
来
準
利
盆
準
以

F
の

部

分

百

分

の

二

十

五

コ
一
、
某
準
利
徒
指
十
を
越
え
資
本
金
額
の
年
三
割
以
下
の
部
分
百
分
の
四
十
五

問

、

資

本

金

額

の

年

三

割

を

超

ゆ

る

部

分

百

分

の

六

十

五

(
四
)
法
人
の
某
準
利
益
事
は
昭
和
九
、
十
、
十
一
の
三
例
年
(
現
行
乙
積
利
待
の
某
準
年
度
)
の
平
均
利
猿
市
中
に
依
る
と
と
、
似
し
平
均
利
第
山
中
な
き

と
き
又
は
平
均
利
徒
指
ι

年
一
割
未
満
な
る
と
き
年
一
一
割
を
以
で
某
準
利
築
山
中
と
し
平
均
利
得
率
が
年
二
割
を
超
ゆ
る
時
は
年
三
割
を
以
て
恭
準

利
径
卒
と
す
る
こ
と

(
五
)
法
人
の
利
径
の
計
算
上
法
人
税
及
び
臨
時
利
得
税
は
之
を
損
金
に
算
入
せ
ざ
る
こ
左

乙
、
個
人
臨
時
刺
得
税

(
一
)
個
人
に
つ
い
て
は
叩
徳
利
得
を
底
止
し
昭
和
九
、
十
、
十
一
の
三
個
年
(
現
行
乙
種
利
得
の
某
準
年
度
)
の
平
均
利
盆
を
超
ゆ
る
部
分
の
利
盆
を

利
得
と
し
百
分
の
三
十
程
度
の
税
率
に
よ

B
臨
時
利
得
読
を
賦
課
す
る
こ
と

続

制

改

革

論

第
阿
十
九
巻

一止八一一一

第
四
銃

互王



税

制

改

革

論

第
四
十
九
巻

王王

五
八
四

第
四
披

(
ニ
)
卒
均
利
盆
な
き
者
又
は
平
均
利
盆
が
現
年
度
の
利
盆
の
-
一
一
分
の
一
に
相
常
す
る
金
額
(
五
千
倒
未
満
な
る
と
き
は
五
千
凶
)
に
建
せ
ざ
る
者
に
あ

P
て
は
現
年
度
の
利
盆
の
一
一
一
分
の
一
に
相
官
ナ
る
金
額
(
五
千
闘
未
満
な
る
主
き
は
主
千
闘
)
を
以
で
平
均
利
盆
と
す
る
こ
と

(
三
個
人
の
現
年
度
の
利
盆
一
高
嗣
以
下
な
る
と
き
は
臨
時
利
得
税
を
課
せ
ざ
る
こ
と

(
凶
)
伺
人
の
利
盆
の
計
算
上
臨
時
利
得
税
は
之
を
必
要
経
費
に
算
入
せ
ざ
る
こ
と

法
人
臨
時
利
作
松
は
第

一
種
乙
法
人
の
超
過
所
得
税
1

「
一
臨
時
利
得
税
と
の
競
合
し
た
も
の
で
あ
る
。

形
式
上
は
臨
時
利
得
税
で
あ

る
が
賞
質
上
は
招
地
所

η税
で
あ
り
て
起
掛
川
得
税

ω本
献
に
臨
時
利
得
枚
が
多
少
加
は
っ
た
程
肢
で
あ
る
コ

資
本
金
額
の
年
七
分

を
超
ゆ
る
と
直
ち
に
一
課
税
す
る
事
と
在
っ
た
動
及
び
陀
率
が
百
分
の
六
十
五
ま
で
累
進
し
て
ゐ
る
鮎
を
汚
へ
る
と
、
財
界
で
は
桐
常

の
負
捨
を
感
、
ず
る
事
と
忠
ふ
。
之
に
反
し
一
般
所
得
税
に
於
付
る
個
人
の
営
業
利
得
の
計
算
上
に
て
常
誇
年
分
の
利
得
に
謝
す
る
臨

時
利
得
税
を
控
除
し
、
法
人
校
の
謀
役
所
得
に
つ
い
て
も
蛍
該
事
業
年
度
の
利
得
に
針
す
る
臨
時
利
得
税
を
樫
除
し
、

そ
の
浅
瀬
に

一
般
所
得
税
又
は
法
人
般
を
課
税
す
る
事
と
し
た
。

所
得
税
、
臨
時
利
得
税
以
外
の
凶
税
の
改
正
と
し
て
、
相
続
税
、
利
山
北
町
出
回
段
、
泊
税
、
砂
糖
消
突
税
等
が
考
へ
ら
れ
て
ゐ

る
。
要
綱
案
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

一

、

相

鏑

続

一
、
利
品
扇
町
営
税

二

、

酒

税

側
、
砂
穂
消
費
税

相
続
枕
に
付
て
は
線
税
額
に
お
い
て
大
値
一
一
一
割
程
度
の
帯
微
を
行
ふ
こ
主

材
相
批
副
仲
川
枕
に
付
て
は
配
常
金
中
配
首
相
中
年
一
一
割
以
下
の
部
分
に
封
す
る
課
枕
を
臨
阻
止
す
る
こ
と

(
一
)
澗
獄
に
闘
す
る
各
税
法
(
一
泊
讃
税
法
、
酒
精
及
酒
精
合
有
飲
料
税
法
、
菱
沼
続
法
、
支
那
事
興
特
別
税
法
中
酒
類
の
物
品

役
に
闘
す
る
規
定
等
)
モ
軍
一
夜
法
に
統
一
す
る
こ
と

(
二
)
各
泊
矧
間
の
負
捻
白
均
衡
を
固
目
線
税
額
に
お
い
て
大
鰐
=
一
割
程
度
の
帯
徴
を
行
ふ
こ
と

(
三
)
荷
泊
、
焼
酎
、
味
淋
等
に
付
て
は
遊
石
税
制
度
と
庫
出
税
制
度
と
を
併
用
す
る
こ
と

三
)
色
相
課
税
制
度
を
腹
止
し
製
詣
方
法
制
度
(
種
別
を
分
箆
糖
と
合
蜜
糖
と
に
大
別
す
る
方
法
)
を
採
用
す
る
と
と



(
ニ
)
線
荷
額
に
於
て
犬
瞳
二
割
程
度
の
帯
徴
を
行
ふ
こ
と

五
、
物
品
税
課
稔
範
闘
を
被
援
ナ
る
と
共
に
容
修
的
性
質
濃
厚
な

D
と
認
品
、
b
る
、
も
の
に
付
て
は
相
九
日
程
度
税
率
の
引
上
を
行
ふ
と
士

六
、
遊
興
飲
食
税
飲
食
に
劃
ナ
る
免
税
勲
を
或
程
度
引
下
戸
、
る
と
共
に
萎
妓
の
花
代
に
封
ナ
る
税
率
を
相
常
程
度
引
上
「
る
こ
と

七
、
清
潔
飲
料
税
、
織
物
消
費
税
、
鑓
震
油
税
、
取
引
税
、
愚
行
税
、
入
場
税
等
に
つ
い
て
も
相
田
町
程
度
の
増
徴
を
行
ふ
こ
と

荷
役
は
某
本
税
法
と
し
て
洞
也
税
法
、
出
精
及
消
椅
合
有
飲
料
税
法
、
姿
酒
税
法
に
分
れ
、
更
に
臨
時
枕
訟
と
し
て
臨
時
租
税
増

徴
法
と
支
那
事
縫
特
別
税
法
の
規
定
が
る
り
複
雑
を
桜
め
で
ゐ
る
。
此
等
の
複
雑
友
る
枕
訟
を
統
一
し
三
割
程
度
の
増
税
を
行
は
ん

と
す
る
の
で
あ
る
。

物
品
税
は
課
税
純
同
を
損
保
す
る
事
正
な
っ
て
ゐ
る
が
、

一
般
寅
上
従
ま
で
に
は
だ
ら
な
い
。
印
ち
率
引
修
的
性
質
の
濃
厚
な
る
も

の
に
針
し
税
奈
冷
一
引
上
げ
る
と
一
五
ふ
杭
』
民
の
改
汗
に
止
ま
る
の
巴
あ
る
9

λw 
与"
互王

地

方

税

改

革

我
闘
の
税
制
は
図
税
は
岡
家
財
政
の
財
源
、
地
方
税
は
地
方
財
政
の
一
財
源
と
両
方
に
分
れ
、
凶
家
財
政
L
」
地
方
財
政
と
ι山
間

に
は
1
i
|
特
殊
目
的
の
補
助
金
を
除
き
!
|
|
交
流
の
無
か
っ
た
の
を
原
則
と
す
る
。
然
る
に
義
務
教
育
費
凶
庫
負
婚
金
な
る
準
財
政

補
給
金
が
生
れ
る
事
に
i

よ
り
岡
家
財
政
と
地
方
財
政
と
の
聞
に
多
少
の
聯
絡
が
出
来
、
史
に
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
友
る
純
財
政
補

給
金
が
設
け
ら
れ
る
に
及
び
同
家
財
政
地
方
財
政
問
の
闘
係
が
一
居
密
接
と
友
り
、
岡
税
と
地
方
税
と
の
聞
に
調
整
が
諮
ぜ
ら
れ
る

に
至
っ
た
。
特
に
今
岡
の
税
制
改
芯
に
よ
り
直
接
同
税
の
大
宗
た
る
所
得
税
に
地
方
附
加
稔
が
課
せ
ら
れ
な
く
な
っ
た
矯
め
に
液
に

地
方
税
制
の
改
革
が
促
進
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

税

制

改

革

論

第
凶
十
九
巻

主
八
五

第
四
披

五



税

制

改

草

論

第
四
十
九
巻

五
八
六

第
四
貌

五
四

内
務
省
地
方
局
試
案
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
地
方
税
牧
入
の
重
要
部
分
を
占
め
て
ゐ
た
国
税
附
加
税
が
殆
ん
ど
無
〈
友
ワ
て
ゐ
る
。

か
く
て
道
府
脇
市
町
村
の
濁
立
財
源
、
と
し
て
牧
谷
税
が
考
へ
ら
一
れ
た
の
で
あ
る
。
次
に
地
方
財
政
の
調
整
財
源
と
し
て
図
税
の
或
も

の
を
分
興
税
の
財
源
と
す
る
事
と
な
っ
た
。
市
民
に
市
町
村
氏
を
し
て
負
捻
分
住
の
精
一
利
を
強
か
ら
し
め
る
矯
め
に
市
町
村
民
税
が
生

L

Z
〉

Ff
う
泊
。

-
グ
自
サ

r
f
u
寸

d
d
z

又
、
目
的
枕
制
皮
と
交
従
者
分
権
金
制
度
と
b
q一
般
張
す
る
事
に
よ
り
、

也
芯
コ
古
一
担
勺

J

包
丈
主
位
一
人
ノ

J
L
一
ご
-
b

-
6
4
f
v干
'
H
E三
両

3

i

h

d

J

Z

る
。
最
後
に
補
助
金
の
格
別
に
よ
ほ
岡
山
冗
均
十
心
究
の
負
捨
回
分
を
改
正
山
市
一
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

止
ド
目

E
由
民
l
A
P

位
月
伊
一
川
¥
、

t

T
I
J
F
"

“戸、-一
J
3
v
t

一一阿
I
M
P
-
c
i
J
f
κ
J
"
'

地
方
税
負
捨
の
均
街
化
を
閥
り
且
つ
地
方
関
関
財
政
の
基
礎
の
確
立
を
期
せ
ん
が
ほ
刷
め
に
採
則
し
た
る
方
法
は
、
調
立
附
源

た
る
地
方
税
を
物
税
本
位
の
制
度
と
す
る
事
と
分
輿
税
制
度
を
創
設
す
る
事
と
の
二
つ
で
あ
る
。

先
づ
濁
立
財
源
た
る
牧
続
税
制
度
を
佐
立
す
る
矯
め
に
次
の
如
き
改
E
を
試
み
て
ゐ
る
。

(
一
)
地
租
、
家
庭
税
及
管
業
税
は
之
を
道
府
鯨
及
市
町
村
の
濁
立
財
源
と
す
る
こ
と

(
二
〕
課
税
標
準
は
、
地
税
に
つ
い
て
は
土
地
賃
貸
借
格
、
家
屋
殺
に
づ
い
て
は
家
庭
賃
貸
債
格
、
管
業
税
に
り
い
て
は
轡
業
の
純
益
、
と
ナ
る
こ
と

(
三
)
課
率
は
、
地
租
に
つ
い
て
は
百
分
の
八
、
家
尿
検
に
ヴ
い
て
は
百
分
の
七
、
管
業
稔
に
つ
い
て
は
百
分
の
六
と
ナ
る
こ
と
。
向
、
圏
樺
財
政
上
の

弾
力
性
を
保
持
す
る
錫
め
或
程
度
主
で
賦
課
率
の
伸
縮
性
を
認
む
る
こ
と

(
四
)
管
業
稔
に
は
四
百
嗣
程
度
の
克
税
駐
を
設
く
る
こ
と
(
現
行
替
業
税
及
同
附
加
税
は
之
を
駿
止
す
る
こ
と
)

(
五
)
課
税
方
法
は
分
興
稔
及
附
加
稔
白
併
用
と
す
る
か
濁
立
役
と
す
る
か
に
付
き
考
究
す
る
こ
と

樹
立
財
源
と
し
て
の
此
等
収
谷
税
を
地
方
閤
慌
を
し
て
直
接
に
賦
課
徴
収
せ
し
め
る
か
、
閥
税
と
し
て
闘
が
賦
課
徴
収
し
然
る
後

に
徴
収
原
地
の
地
方
圏
醐
胞
に
還
付
す
ぺ
き
か
が
牧
谷
税
制
度
の
第
一
の
問
題
で
あ
る
。
忠
ふ
に
地
租
の
課
税
標
準
と
し
て
は
十
年
毎

に
図
が
調
査
す
る
土
地
賃
貸
債
格
あ
り
之
を
利
用
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
。

又
此
百
業
税
の
課
枕
様
准
と
し
て
笹
山
菜
純
益
を
採
る
と
せ

ば
、
各
地
方
に
分
散
す
る
本
支
庇
問
、
事
務
所
工
場
聞
に
純
益
を
遁
営
に
分
配
し
て
課
税
す
る
必
要
あ
り
、

こ
の
目
的
の
矯
め
に
は



偉
業
純
径
を
地
方
毎
陀
個
別
的
に
調
査
す
る
よ
り
も
園
が
統
一
す
る
方
が
便
利

σあ
る
。
か
く
の
如
〈
地
租
、
替
業
税
の
課
税
標
準

が
国
の
手
で
調
査
せ
ら
れ
る
と
な
る
と
、
更
に
、

一
歩
を
進
め
て
賦
一
課
徴
牧
も
図
が
行
ふ
方
が
使
利
で
友
い
か
と
云
ふ
考
が
出
て
く

る。
第
二
の
問
題
は
、

地
租
、
実
屋
枕
、
山
営
業
殺
を
道
府
腕
と
市
町
村
と
の
聞
に
如
何
な
る
比
率
で
配
」
分
す
る
か
に
存
し
て
ゐ
る
。
特

に
六
大
都
市
と
共
の
所
在
府
燃
と
の
配
分
方
法
を
共
他
の
市
町
村
と
共
の
所
在
府
鯨
と
の
配
八
刀
方
法
と
同
一
に
す
べ
き
や
否
や
は
考

実
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。

地
方
財
政
の
韓
礎
を
確
立
す
る
第
二
の
↑
刀
法
は
分
典
枕
制
践
で
あ
っ
て
地
方
財
政
問
の
調
整
の
目
的
を
併
せ
有
し
て
ゐ
る
。

調
整
財
源
と
し
て
の
分
興
枕
制
」
以
の
附
川
畑
山
は
義
務
教
hHN
費
綱
庫
負
備
金
に
北
ハ
の
滅
町
長
し
同
時
地
方
財
政
制
給
金
に
よ

U
波
悲
し
た

も
の
で
あ
る
。
然
し
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
は
一
時
的
の
も
の
で
あ
り
、
之
が
恒
久
財
源
P
一
求
む
る
必
妥
あ
り
、
法
に
地
方
財
政
確

立
の
矯
め
に
分
奥
税
制
度
を
設
け
た
の
で
あ
る
。
次
の
如
き
内
容
を
有
し
て
ゐ
る
。

(
一
)
分
奥
秘
と
し
て
は
分
類
所
得
積
、
一
般
所
得
税
、
法
人
積
、
遊
興
飲
食
稔
及
入
場
稔
白
一
部
を
以
て
之
に
斑
つ
る
こ
と

(
ニ
)
分
奥
稜
は
闘
世
の
財
政
カ
を
示
す
も
の
及
財
政
需
要
を
示
す
も
の
を
基
準
止
し
て
之
を
分
奥
す
る
こ
と
(
経
過
的
に
は
続
制
改
正
に
凶
る
歳
入
の

減
少
額
を
も
某
準
に
加
ふ
る
こ
と
)

(
三
)
分
奥
稜
は
凶
の
特
別
曾
計
と
し
て
、
之
を
経
理
し
収
入
の
年
度
同
白
調
査
を
困
る
宇
ら
考
慮
す
る
こ
と

(
問
)
地
租
、
家
賠
枕
及
替
業
稔
を
分
興
栓
と
し
た
る
場
合
に
は
徴
牧
地
市
町
村
に
之
を
分
興
す
る
こ
と

分
奥
税
の
金
額
は
分
類
所
得
枕
、

一
般
所
得
税
、
法
人
税
の
二
割
程
度
と
遊
具
飲
食
税
及
入
揚
税
の
一
部
と
を
合
計
し
て
約
三
億

五
千
高
閣
に
上
る
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。

三
億
五
千
高
闘
は
定
舗
な
り
や
或
は
此
等
の
分
奥
枕
牧
入
の
増
減
に
よ
っ
て
上

F
す
る
も
の

穂

制

改

革

論

第
四
十
九
巻

五
八
七

第
四
貌

五
王L



校

制

改

革

論

第
四
十
九
巻

五
八
八

第
四
銃

五
六

な
り
や
が
岡
家
財
政
の
側
か
ら
一
一
ム
つ
で
も
地
方
財
政
の
側
か
ら
見
て
も
軍
要
で
あ
る
。
地
方
財
政
の
立
場
よ
り
云
つ
で
も
、
「
徴
収
地

の
地
方
闘
憾
の
収
入
と
な
る
コ
一
牧
従
税
」
の
線
額
と
「
徴
牧
地
の
如
何
に
拘
ら
や
財
政
力
又
は
財
政
需
要
と
一
五
ふ
狽
自
の
標
準
で
分

配
す
る
分
興
税
」
の
金
制
と
の
釣
ム
口
を
如
何
に
保
つ
べ
き
か
が
、

地
方
税
負
捺

ω
均
衡
化
と
地
方
開
鰐
財
政
の
恭
礎
の
隊
式
の
上
と

よ
り
し
て
考
慮
す
ぺ
き
駄
で
あ
る
。

ャ
、
こ
ふ
J

乱
、
山
も
〉
、
J
1
L
J巾
〆
[
一

-f
ヘJ
F

J

O

U
ノ
レ
ド
/
ノ
日

r
Fレ
U
ノ
j
両
目
指
υ
計八

l

り

L
J
d
p
e

刀
当
町
一
j

〉
』

7rrえ
T
J
'

二

、

-

〉

F

一

z-寸
'υ
え

ι

之

1
f
r
p
L
、
-

h

}

一

、

，

同
凶
器

U
A止
寸
ノ
吉
一
羽

V
7
4
f
z干
し
見
正
持

一
つ
の
椋
維
を
と

/
一
て
に

る
。
前
者
に
つ
い
て
は
三
牧
続
税
の
課
税
物
件
の
一
入
賞
り
一
平
均
を
考
慮
し
財
政
力
に
反
比
例
し
て
輿
へ
る
も
の
で
あ
り
‘
後
者
に

つ
い
て
は
人
口
を
標
準
と
し
て
財
政
需
要
に
逆
比
例
し
て
興
へ
る
も
の
で
あ
る
。
財
政
力
に
よ
っ
て
分
興
税
を
分
配
ホ
る
方
法
は
一

億
四
千
八
百
高
闘
の
臨
時
地
方
財
政
補
給
金
と
大
関
同
じ
方
針
で
あ
る
。
更
に
今
悶
の
闘
税
改
革
に
よ
り
分
類
所
得
税
が
源
泉
課
税

中
心
と
・
た
っ
た
矯
め
に
地
方
附
加
税
が
課
せ
ら
れ
な
く
な
り
、
こ
れ
が
分
輿
税
財
源
を
増
額
す
る
一
閃
と
友
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
財
政

需
要
に
際
じ
各
市
町
村
に
必
中
行
き
渡
る
松
左
因
子
を
加
へ
る
必
要
を
生
じ
た
。
問
題
は
各
地
方
間
関
に
洩
れ
友
〈
行
き
渡
る
部
分

と
特
殊
の
地
方
圏
構
の
み
に
釘
屈
す
る
部
分
と
の
調
和
を
如
何
に
し
て
闘
る
か
の
賄
に
存
し
て
ゐ
る
。

四

市
町
村
狗
立
税
と
し
て
新
た
に
市
町
村
氏
税
を
設
け
る
事
と
た
ワ
て
ゐ
る
。
そ
の
要
綱
は
次
の
如
く
で
る
る
。

(
一
)
市
町
村
民
税
白
納
稜
義
務
者
は
市
町
村
内
に
住
居
を
有
す
る
家
長
及
市
町
村
内
に
事
務
所
を
有
す
る
法
人
と
す
る
こ
と
、
但
し
貧
困
に
因
p
生
活

の
扶
助
を
受
く
る
者
に
劃
し
て
は
克
稔
せ
し
む
る
こ
と

合
乙
賦
課
方
法
は
市
町
村
の
貸
情
に
熔
ピ
簡
易
な
る
方
法
に
依
ら
し
む
る
こ
と

会一
V

賦
謀
府
中
又
は
賦
課
額
の
制
限
と
し
て
(
イ
)
納
税
義
務
者
一
人
前
平
均
の
最
高
額
を
定
め
、
(
ロ
)
納
税
者
の
最
高
納
税
制
を
定
む
る
こ
と

市
町
村
氏
税
を
現
行
の
戸
数
割
に
比
す
る
に
、
納
税
義
務
者
を
不
在
地
主
、
法
人
に
及
ぼ
し
た
思
で
は
撲
大
し
て
ゐ
る
。
併
し
納



枕
義
務
者
一
人
営
。
平
均
を
六
大
都
市
八
圏
、
共
他
の
市
六
園
、
町
村
四
屈
と
限
定
し
、
納
税
』
刊
の
回
以
高
納
税
制
を
千
印
刷
に
定
め
て

ゐ
る
貼
で
は
制
限
的
で
あ
る
3

但
し
人
口
の
移
動
の
兆
一
だ
し
い
六
大
都
市
で
は
従
来
、
戸
数
割
を
賦
課
し
難
く
所
得
税
附
加
挽
と
家

展
枕
制
限
李
の
損
張
と
に
よ
っ
て
之
に
か
へ
て
ゐ
た
付
様
で
あ
る
か
ら
、
此
等
の
地
方
で
は
市
民
枕
の
寅
施
に
充
分
の
注
意
を
必
要

と
丁
る
q

五

上
活
の
如
、
濁
立
財
源
と
し
て
三
牧
後
税
が
あ
る
が
最
高
限
が
限
ら
れ
、
吏
に
分
興
税
は
謝
自
の
副
知
準
で
分
配
せ
ら
れ
る
の

で
あ
る
か
ら
、

伸
縮

mmr充
分

σた
い
3

訪
日
地
方
同
ム
叩
特
の
新
規
施
設
の
財
源
と
し
て
日
的
役
L

一U4
4

従
者
分
投
金
と
の
制
度
化
が

ト
に
4

し
-
-
い
品
作
、
一
し
っ

と

4
f
a
-
-
ぅ

7

-
二
川
叶
的
校
制
度
内
準
備
撒
セ
を
は
か

5
-
一
L
1
印
巾
つ
l

)

正
と
し
一
都
市
白
封
殺
じ
し
ザ
郡
行
計
者
特
別
椛
宇
崎
t

硝
川
微
光
ず
る
ご

2
、
(

U

)

・
1
1
し

て
農
村
を
針
象
』
し
て
共
同
門
漉
設
の
筑
品
目
的
品
川
の
賦
課
を
認
む
る
こ
と

三
一
)
目
的
役
制
度
と
同
一
趣
旨
の
受
盆
者
分
携
金
制
度
を
創
設
す
る
こ
正

受
徒
者
分
権
金
に
つ
い
て
は
従
来
は
待
造
物
の
建
立
費
の
み
に
限
ら
-
い
て
ゐ
た
の
を
紘
払
貨
に
ま
で
搬
張
す
る
の
で
あ
る

3

目
的

叫
悦
、
交
'
任
者
分
権
金
の
制
度
が
合
川
4

的
に
州
市
市
れ
ば
、
都
市
財
政
も
充
分
に
設
展
し
得
る
の
で
あ
る

3

六

国
交
財
政
と
地
方
財
政
と
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
補
助
金
が
る
る
が
、

投
開
削
の
仙
川
令
は
北
川
時
人
ハ
時
の
必
要
に
舷
じ
便
宜
的

に
設
生
し
制
度
化
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い

3

ル
訟
に
前
助
金
の
品
鴨
川
4

が
必
要
と
な
っ
で
ぐ
る
。
中
央
地
方
を
泊
中
ろ
税
制
の
一
般
的
改
匹
に

首
り
、
補
助
金
の
最
も
代
表
的
な
る
義
務
致
育
費
岡
康
負
捨
金
と
警
察
費
連
帯
支
排
金
と
争
一
次
の
如
く
改
め
ん
と
し
て
ゐ
る
。

(
二
小
国
唱
歌
員
俸
給
を
江
府
牒
支
排
と
し
、
義
務
数
育
費
凶
直
負
携
金
の
支
出
は
定
瑞
?
と
ず
る
こ
と

(
二
)
祉
官
官
許
費
蓮
帯
支
排
金
の
支
出
は
其
の
唱
を
統
一
ナ
る
こ
と

役

制

改

革

論

第
四
十
九
巻

五
八
九

第
四
競

五
七



積

制

改

革

論

第
四
十
九
巻

五
九

O

第
四
披

五
八

義
務
教
育
費
凶
庫
負
擢
金
は
町
村
に
厚
く
市
に
薄
く
特
別
市
町
村
に
厚
〈
普
通
市
町
村
に
待
い
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
小

肇
校
教
員
俸
給
の
二
割
程
度
の
補
助
金
を
受
け
て
ゐ
る
普
通
市
が
あ
る
か
と
忠
へ
ば
十
割
を
貰
ウ
て
ゐ
る
特
別
町
村
が
あ
る
。

こ
9.'l 

を
小
醐
学
教
員
俸
給
の
五
割
と
一
式
ふ
風
に
定
卒
に
よ
る
か
、

叉
は
定
舗
に
基
き
小
間
宇
教
員
の
俸
給
に
按
分
す
る
か
、
何
れ
か
の
方
法
宇
一

採
ら
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
財
政
補
給
金
の
性
質
を
義
務
教
育
費
凶
庫
負
捨
金
k
り
除
雪
山
咋
ら
分
興
税
に
限
定
せ
ん
と
す
る
の
で
あ

る
口
刊

L
小
早
教
員
俸
給
h
v
一
治
的
腕
支
併
と
す
る
や
市
や
は
校
育
上
の
」
山
場
よ
り
六
大
都
市
に
難
色
が
あ
る
慌
で
あ
る
。

警
療
費
連
馳
市
士
又
排
金
は
東
京
山
山
と
大
阪
府
と
に
例
外
的
に
多
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
亦
定
卒
に
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
ロ

七

地
方
税
制
の
根
本
的
改
革
の
結
果
と
し
て
次
の
改
京
が
行
は
れ
る
。

(
一
)
市
町
村
積
戸
数
割
は
之
を
底
止
す
る
こ
と
と
し
善
後
措
置
と
し
て
、
(
イ
)
負
指
分
任
の
精
紳
は
市
町
村
民
税
に
依
り
之
を
存
位
す
る
こ
と
、
(
ロ
)

市
町
村
財
政
上
の
弾
力
性
は
地
租
家
康
税
及
管
業
訟
の
賦
謀
卒
の
伸
縮
性
に
依

P
之
を
保
持
す
る
こ
と

合
一
)
雑
種
稔
及
市
町
村
特
別
殺
等
に
付
相
官
の
整
理
を
行
ふ
こ
と

(
一
二
分
類
所
得
税
、
一
般
所
得
税
及
法
人
税
に
付
て
は
附
加
殺
の
賦
課
は
之
を
認
め
ざ
る
こ
と

国
税
を
改
革
し
そ
れ
を
機
E

ど
し
て
地
方
税
の
改
革
を
行
ム
事
は
遁
切
な
る
庭
置
で
あ
る
。
往
-R

都
制
、
特
別
市
制
そ
の
他
の
地
方

制
度
を
改
正
し
て
然
る
後
に
地
方
税
改
革
に
手
を
染
む
べ
し
と
い
ふ
議
論
が
あ
る
が
、
地
方
制
皮
の
改
正
に
意
見
の
一
致
を
快
い
て

ゐ
る
今
日
に
於
て
は
出
来
ね
相
談
で
あ
る
。
従
っ
て
地
方
制
度
の
他
の
部
分
の
改
正
を
ま
た
や
地
方
税
の
改
革
に
着
手
す
べ
き
で
る

る
。
但
し
地
方
制
度
の
改
正
に
つ
い
て
も
意
見
の
一
致
し
て
ゐ
る
部
分
も
少
く
た
い
。
此
等
の
部
分
に
つ
い
て
は
之
を
そ
の
ま
L
地

方
税
改
革
に
取
入
れ
る
必
妥
が
あ
る
。
各
種
の
特
別
市
制
案
に
共
通
し
て
ゐ
る
精
神
の
如
き
は
今
度
の
地
方
税
改
革
に
於
て
賃
現
す

べ
き
で
あ
る
。




